
幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

 幼稚園教育職員の管理職手当に関する規則（平成１２年３月世田谷区教育委員会規

則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 別表園長の項中「８９，６００円」を「９３，５００円」に、「７０，８００円」

を「７４，２００円」に改め、同表副園長の項中「６４，７００円」を「６７，７０

０円」に、「４１，９００円」を「４９，４００円」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


